
コ メ ン ト

金栄玉:続 きま して、シャイア教授 と

金英教授の ご報告 についての討論 を始 め

たい と思います。

私は冒頭 に、 これ は非常に重要なセ ッ

シ ョンであると申 し上げま したが、お2

人 の発表が皆様の期待に応 じたのではな

いか と思います。非常に興味津々なテー

マでお話 しくださいま した。特 に金英教

授、た くさんの資料 を準備 されたのです

が、十分 に時間を差 し上げることができ

ず、スキ ップ したのが多かったので後ほ

ど資料 を通 じてみな さん理解す るようお

願 い します。

与え られた時間があま りないので十分

な議論 はで きない と思 います が、 うか

がった話を通 じて、 ドイツ、 日本、そ し

て韓国は、類似点があるように見 えなが

らも非常に違 うとい う点を確認す ること

がで きま した。 この3国 の現状 を もっ と

理解す るために何 に注 目すべきか、その

理由は何か、学問的 ・政策的に どのよう

な示唆点があるのか考察 してい く時間に

なるように討論 を有効 に してみたい と思

います。 ご紹介 しま したよ うに、指定討

論者を張芝延博士にお願い します。

張芝延:皆 さま、 こんにちは、張芝延

(チャン ・ジヨン)と申します。

本 日朝か らあま りに も熱心 に勉 強 し

て、最近 になってこんなに熱心に勉強 し

たことはない と思います。多分皆様お疲

れ になった と思いますが、にもかかわ ら

ず本 日楽 しくお話を うかがっています。

最後 のお二方の発表 も大変興味深 く大変

参考になる発表で した。私 はお二方に質

問 を したい と思 うこ とはあ りませ ん の

で、幅広い質問をすることになると思い

ます。

まず は、カ レン ・シャイア教授 のお話

を うかがいなが ら、先生 は 日独2つ の国

の歴史的な過程、変遷 の過程な どについ

て詳細に説 明をしてくだ さいました。類

似点 と違いについていろいろなお話 をし

て くだ さい ま したが、 な らばそ の2つ の

国が持つ、 ドイツ と日本 が持つ、非正規

職 の様相 につい て何 が違 うのか に関 し

て、理論的説明 をお願 い したいです。私

が聞いた ところによります と、一番大 き

な違いは、派遣業、大き くは有期労働者

で、具体的、制度的に見てみます と、派

遣労働者 になると思いますが、その制度

の変遷においてはかな りの類似性がある

にも関わ らず、結果 としてみてみ ると、

ドイツの場合 は非正規職 の絶対多数 が男

性で、製造業の男性 に対す る保護 を下げ

てい く過程で派遣労働が増 えたが、 日本

の場合 は絶対 多数 が女性 で あ ります。

ジェンダー とい うことで明確な対比が結

果的にあらわれ てお りますが、この点に

つい ては、何 か も う少 し構 造 的なアプ

ローチで答 えを得 ることができるのかお

伺い したい と思います。

後で金英教授 にもお話を うかがいたい

と思い ます し、韓国の話をす るときに、
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私 が基本的に頭の中に持 ってい ることは

何か とい うと、 このよ うな類似性 と違 い

を説明す るときに、労働市場 の構造 にお

いての重要な特徴、 もちろんこれは産業

的な特徴で も影響 を受けると思います。

そ して、 その次 に福祉 国家 の性 格 の問

題 、 ジェ ンダー ・レジー ムの特性 の問

題、 この よ うないろい ろな面 を検討 し

て、 これ らの全てにおいて違いが発見 さ

れ るのか、あ るいは3つ の要因が結合 さ

れ る過程で何か違いがあるのか特徴があ

るのか、その よ うな ことが あれ ば、2つ

の国、 または多国家間の比較研 究を通 じ

て違いを理解 してい くために役 に立つ と

思います。従いま してシャイア教授が考

えている内容、 ドイツ と日本の非正規職

に現れ るジェンダー構造にお ける違いに

ついて、 さらに幅広い構造的な観点で見

た場合、 どのよ うに思 ってい らっ しゃる

のか、追加的な理論的な説 明がいかに可

能なのか、 うかがいたい と思います。

また金英教授 に質問をしたい ことは、

実は似た ような問題 であ ります が、明示

的にお話 されませんで したが、発表を聞

いて論 文 を見 てみます とジェンダー構

造、韓国のジェンダー構造 に関す る議論

において、非正規職 の労働市場 に現れ る

様相 を見ると、典型的な男性稼 ぎ主モデ

ル と見 るには韓国はかな り特殊 であると

い うことを強調 され ていると思います。

実際ジェンダー構造の特徴 を規定す る

のは福祉国家の類型 と同 じよ うに、違い

があっても相当な レベルで類型化す る基

準がある状況です。 ジェンダー 中立型が

あ る とした ら男性稼 ぎ主モ デル があっ

て、その中でも様 々な類型があるかと思

います。 ある場合 は典型的な男性稼 ぎ主

モデル とは言 えませんが、ち ょっ と弱い

ので弱い男性稼 ぎ主モデル とい う表現が

使われ ることがあ ります し、私がいい表

現だ と思ったのは階層化 された男性稼 ぎ

主モデル とい うのもあ ります。

この よ うな類型 の中の1つ を念頭 に浮

かばせ ることになると思いますが、 日本

と比較 した ときに韓 国の ジェン ダー構

造、またはジェンダー ・レジームが男性

稼 ぎ主モデルの典型ではない とい うのは

事実です。 しか し、全世界的な比較基準

で見ても、韓国はマーケ ッ ト型、 ジェン

ダー中立型 といえるのか、私は類型化 と

い う大 きな枠か ら、それは違 うのではな

いか と思います。ですか ら、実は類型化

とい うことを語 る時には、詳細な違いに

あま りに も注 目して しま うと、2つ の国

の比較研究か ら得 ることは多い とか もし

れませんが、類型化 を しない とすればい

いけ ど、類型化 をする とすればもっ と共

通点、細かい ことを無視す るのもあ る程

度必要だ と思います。

全世界的 に典型 的な ワン+ゼ ロ、男性

は仕事 をし、女性は仕事 を しない ことで

すが、 ワン+ゼ ロの国は事実上 ない とい

う前提のもとでお話 したい と思います。

ですか ら理念型的にだけ存在す る類型で

すね。 ワン+ワ ン、 これ も事実上理念型

的にあ る類型です。理念型的なもの、類

型化 とい うのはや は りそ うい うものであ

ります。また 日本 の場合 もそ うです し、

オランダの例 もワン+0.5と 言われ ます。

女性がパー トタイマー として少ない労働

をするこが多いです。で も韓国の場合 は

ワン+ワ ンとワン+ゼ ロが階層的に結合 さ

れているとい うのが正確な見方ではない

かと思います。 この ような類型 として現
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れ ますが、大きな枠組みでの質問は、具

体 的な労働 市場 においての非正規職の分

析 を しなが ら、結果的に引っ張 ってい こ

うとい うジェンダー ・レジー ムのアイ

ディアが どうい うものなのか、お うかが

い したい と思います。

あま り違 う質問はなく関連 した質問に

なるのかも しれませんが、金英教授 は流

通業 においての非正規雇用の特徴を面 白

く描 いて くれ ま した。 ジェ ンダー ・レ

ジームと労働市場の構造が結合す る様相

を見せて くだ さいま したが、そ うしなが

ら結果的に韓国の場合はマーケ ッ ト専制

型、 日本 の場合は主婦制度型、 このよ う

なタイ トル をつ けま した。韓国で現れ る

様相が市場専制型であるとい う描写を し

てお りますが、 ならば先ほ どシャイア教

授 に質問 した ものと同 じような意味合い

で、 なぜその ようになってい るのか とい

うこ とをお聞きしたいと思います。

対案的な仮説 を考 えることはできます

が、 同 じよ うに韓 国 の場合 は 日本 とは

ジェンダー ・レジーム、家父長制の性格

が違 うともいえます し、 それ が同 じで

あっても労働市場の構造が違 うとい うこ

とも可能です。 あるい は2つ とも違 う、

また結合 の様相が違 う、いろいろな仮説

が可能 だ と思 います。 そ して市場 専制

型、主婦制度型 のタイ トル をつ けるべ き

特徴的違 いが表れ る原因が どこにあるの

か、お伺い したいと思います。

また、 どなた であ って も構 い ませ ん

し、お二方にお答えいただいても構 いま

せ んが、私が思 うにはその国の非正規職

の内容 をみてみます と、ジェンダーを基

準 としたライ ンが見えます。 しか し同 じ

非正規職 とい え ども違 う形 に現れ ます

が、労働市場の構造的特徴か ら起 因する

場合が多いです。韓国の場合 も、金英教

授 は男性が男性生計維持者型 とい うタイ

トルをつ けるには適切 ではない、 とい う

ほ ど、男性 の中に生計維持能力が無い人

が多い、 とお話 をされま したが、実 は私

はそれがジェンダー ・レジームの違いで

はなく労働市場の構造の違いだ と見てい

ます。労働 市場の構造 自体が二重化 され

ていて、そのよ うな韓国の状況が事実上

多 くを説明 しているものではないか と思

います。

二重構造 とい う話 をす るな らば、事実

上一部の低所得層 がいるから二重構造 と

言っているのではないです。韓国の場合

は2つ のグループがあって、その2つ のグ

ル ープ問の移動が難 しく、2つ の グルー

プの待遇 に大きな違いがある、 とい うい

くつかの仮定が条件 となった時に二重構

造 といえると思います。相 当部分そのよ

うな内容 を支持 しうる資料、研究が発表

されてきた と思います。 労働市場、二重

構造の特徴が韓国の非正規職 の特徴 から

現れ るジェンダーライ ンの一部ではない

か と思いますが、 このような類似 した方

法の説明が 日本、あるいは ドイ ツに も可

能なのか、それ について説明を承 りたい

と思います。 ここまでです。あ りが とう

ございま した。(拍手)

金栄玉:張 芝延博士、 あ りが とうござ

いま した。シャイア教授 と金英教授 の発

表 についてそれぞれ質問 して くだ さいま

した。総合討論の時間 もあ りますが、 こ

のパネルで解決 しなくてはな らない問題

があると思います。 フロアか らお二方 く

らい質問を承 りたい と思 います。コメン
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トと質問あわせて発表者 か らお答 えを承

りたい と思います。

発表 を聞きなが ら不明確な部分があ り

ま した ら、 あるいは質問がある方はコメ

ン トな り質問な りを していただければと

思いますお二方 くらいお願い します。は

い。 シン先生の質問を うけたまわって、

他 の質問がなければ、発表者 のお答 えを

承 りま しょう。

シン ・グワァンヨン:1つ はカ レン ・

シャイア教授への質 問です。今 日本 と ド

イツを調整 された市場経済の範疇に一緒

に入れ られたのです が、実は 日本 と ドイ

ツには、 コーポラテ ィズムの制度的特徴

だ とか、労働組合の役割 だとか、あるい

は国家の福祉 な どの レベルで、非常に大

きな相違点があ ります。 なので同 じ範疇

に入れ るのは妥 当で しょ うか。 とい うの

は韓国 と日本は非常に類似 しています。

そ うい う基準か らす ると、韓 国も調整 さ

れた市場 経済 の枠 組み に入 るわけです

が、 ドイツと韓国は非常に多 くの面で、

労働市場構造 と福祉体制 とい う面で相違

点があ ります。 こ うい う範疇化 の問題 が

明 らかに言及 される必要がある と思いま

した。

また金英教授の発表では、最初の問題

提起でス トライキの例を挙げなが ら、 ど

うしてス トライキが強力で持続的だった

のかとい う問題提起 をし、それ を日本 と

韓 国の非正規職の差 と結びつ けたのは、

ち ょっ とギャップがあるのではないです

か。ス トライキになったのは、その中の

組織のや り方だ とか特定企業 の中におけ

る労務 関係 の特徴 などが結合 して、特定

の事業体で発生 した事件です。構造的な

労働市場構造や雇用体制 の問題 と特定企

業において長期化 されたス トライキは、

それ は特定企業の属性によってもた らさ

れたものではないか とい うことで、因果

的な部分 におけるその鎖 といいま しょう

か、それ は何 ですか。ち ょっ と詳細 な説

明が必要だ と思います。

金栄玉:あ りが とうございます。他の

方 質問 された い方 い らっ しゃい ます で

しょ うか?ソ ン教授 と、 も う1人 の方は

先 ほども質問 されま したね。それでは、

お二方の質問をお受 け、そ してお答 えを

承 ります。

宋多永:金 英教授に質 問があ ります。

今 のシン教授 のお話 と多少繋 がると思い

ます。問題提起は両国のジェンダー ・レ

ジームを どのよ うに理解すべきか とい う

ところか らスター トしま したが、後 ろで

は企 業の事例研 究 を され ま した。K1と

日本 にあるスーパーマーケ ッ ト会社2社

を比較 され、 日本 は非常に強力な男性稼

ぎ主方モデル であるが韓国はそ うではな

い、 とい う結論で した。

分析 自体をよくみてみます と、市場 と

労働者 の関係 とい うところを中心に分析

されたのですが、実は レジー ムとい うと

主 に国家が、 これ に対 しどのよ うに変化

させ てい ったか とい う点 が実 は重要 で

す。例 えば、非常に多 くの企業で韓国も

そ うです し、 日本 もそ うです し、非正規

の臨時職労働者 をた くさん使ってい るの

ですが、その方法 において人 口構造 とか

雇用安定性 を利用する方式について、 国

家が どうい うふ うに介入 し、 これ を弱化

させるのか、放置するのか、それ とも積
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極的に評価す るのか、 この ような部分に

どうい うジェンダー体系 を利用するのか

を一緒に結合 されれ ば、いま主張 された

韓国 と日本の男性稼 ぎ手モデルの似てい

るよ うで実際は違 うとい う説 明の裏付け

になると思います。

これ は明 らか に1企 業だ けの話ではな

い と思います。例えば韓国のイーマー ト

は こうい うふ うに労務管理をす るのだけ

ど、最近浮上 しているホームプラスはや

り方が違 うのか、そ うではない と思いま

す。似たよ うなや り方だ と思います。 日

本でも多 くのスーパーマーケ ッ ト企業は

似 た よ うな方法 でや ってい る と思 いま

す。 これ に労働法 とか労務管理 と関連す

るところの変化 をどうい うふ うに調整 し

てきたのかとい う点が、 この分析に一緒

に結合 されれば、それ を通 じて本 当にこ

の両国が どうい うふ うにレジームを、違

うよ うに作 り上げているのか とい う結論

をだすのにも う少 し分析が豊かになる と

思います。

バク ・コムへ:先 ほ どもシン教授 につ

づいて私が質問 したので今回は我慢 しよ

うと思 ったのですが、時間があるような

ので簡単に申 し上げます。カ レン ・シャ

イア教授 に質問です。

ドイ ツの社会 国家体制 と資本主義体制

を標榜 している韓国 とでは、社会政策が

大 きく違 うと思います。 日本については

私 あま り詳 しくないので、先生の話 され

た 中で女性正規職労働力を代替す る証拠

として非正規雇用者、 または派遣労働者

の72%が 男性 で ある とお っ しゃいま し

た。 逆 に 日本 の場 合 は76%が 女性 で あ

り、韓国の場合 も先 ほ ど金英教授先生が

お っしゃった話を類推 してみ ると、殆 ど

日本 と似たよ うな レベルでジェンダーの

比率が形成 されてい るよ うです。

ところでまずシャイア教授 にお伺い し

たいこ との1つ は、派遣労働者 の72%が

男性であ りなが らも、彼 らの派遣経歴 が

年金受給者 になった ときに正規職 と大き

な差がないので しょうか。つま り社会国

家 としての ドイツの福祉政策の中で、彼

らが不満な く臨時職 をず っと続けている

のか、そ してまた韓国の女性であるにも

かかわ らず、金英教授 の報告 による と、

抵抗運動が非常に激 しく長期化 した とい

うの は、 賃金体系 のた めだ と思い ます

が、殆 ど正規職のよ うに働かせなが らも

非正規的な体制である賃金体制があるか

ら、そのよ うになるわけですね。 ドイツ

の場合はこ うい うことは無いので しょう

か、 とい うのが質問です。

日本の賃金体系が、 ご存知のよ うに韓

国 とも違 うし、 ドイ ツとも違 う、年功序

列 システムみたいになって、大 きな企業

が、例えば韓 国では財 閥 といわれ る大企

業が、社会国家であれば国家が機能すべ

き役割を代行 しているとい うふ うに、私

は 日本の産業体系、賃金体系について理

解 しています。 これが事実であれば、女

性 の過半数にあたる非正規職女性の労働

者 たちが、年金受給者になる場合、社会

保障 と言いますね、アメ リカの場合、そ

のよ うな制度 の中でも大きな不満はない

ので しょうか、韓国の ように。抵抗運動

がそれで少ないのか とい うことについて

お伺い します。お答 えをお願い します。

金 栄玉:あ りが と うご ざい ます。 今、

数 字 につ いて1つ ま とめ ます 、70%と い
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う数字が出たのですがそれ は非正規職で

女性 の比率が ドイ ツと日本 が約70%台 で

あるとい う話です よね。韓 国は52%く ら

いにな ります。 ではチャン博士の質問、

そ してフロアの質問を合わせて、まずカ

レン ・シャイア教授にお答 え願います。

カ レン ・シャイア:あ りがと うござい

ます。大変すば らしい質問をい くつか投

げかけて くださいま した。 この中でい く

つか ピックアップ してお答 え したい と思

います。全部お答 えす ると時間がかか り

ます。まずはチャン博士がなぜ この よう

な違いが発生す るのか とい うお話 をされ

ま した。構造的に答えてほ しい とい う質

問で したが、私 も構造的な理 由がある と

思います。 ドイツ と日本の間で このよう

な違いが発生するのは、二重構造がある

か らだ と思います。特に 日本の場合は、

労働市場において二重構造 が ドイツより

明確に現れています。 ドイツはこのよう

な二重構造 は最近 にな って現れ て いま

す。 日本の場合は、ある意 味では二重構

造 が よ り歴 史の ある もの になって いま

す。また これが進 められ る方法が違 うと

いえます。

構内請負の問題 はある意 味では戦後か

ら殆 ど持続 的に存在 してい た二重構造

で、70年 代に入ってこのよ うな制度が さ

らに浮上 したものです。 ドイ ツの場合は

この ような二重構造は殆 どあ りませんで

した。 あとでユー ゴスラビアや トル コか

らの出稼 ぎ(ゲ ス ト)労 働者 を取 り入れ

ることによって、二重構造 が作 られま し

たが、 ドイツの労働市場での不平等の増

大は、移入者やエ スニシティ と関連 して

いるわけです。 日本はそのよ うなことは

ないですね、 ともか く構造的な問題 とし

て、 日本 の二重構造が深 い ことが1つ の

原因だ と思います。

また も う1つ の質問は、 ドイ ツ と日本

が同 じ資本主義のグループに属す ると見

て よいのか とい う点だった と思います。

類似性をあま りにも強調 して、違いを見

逃 しているのではないか とい う指摘がご

ざいま したが、 ある意味では当たってい

ると思います。 しか し、それに対 してひ

とつの レベルの分析 を申し上げます と、

ドイツと日本 とを自由市場 と比較 をす る

と、 自由主義的な側 面 とは違 うとい うレ

ベルで1つ に束ね るのが良いのではない

か と思います。 このよ うな調整 された資

本主義 とい う概念が、最近批判 されてい

るのは事実です。 自由主義でなかった ら

全て調整 された市場経済なのか、 とい う

ことで。

例えばほ とん どアメ リカ とイギ リスだ

けが 自由主義で、あ とは調整 された資本

主義なのか とい う点です。イギ リスに し

てみれば、私たちは違 う、私たちは国営

無料医療制度(NHS)が あ る、 とい う主張

ですね。社会政策 とい う側面で英米にも

い ろいろな違いがあ ります。同 じよ うに

ドイツ と日本でも、違いが存在す ること

も事実です。

労働市場 を見てみます と、 ドイ ツでは

労使 の交渉が産業 レベルで進め られ、 日

本では企業 レベルで行なわれています。

日本の場合 は団体交渉が脱 中央化 し、 ド

イ ツの場合 は中央集権化 しています。 こ

の ような構造的な違 いがあ り、 日本 の場

合は企業の規模別にも労働条件や賃金が

違 うとい うことをお話 しす ることができ

ます。
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とにか く興味深いのは、両国とも長期

的に正規雇用に対す るコミッ トメン トが

かな り強かったが、類似 した理 由で同時

にそれが崩れてい るといえます。 もちろ

ん社会政策は違います。そのために、福

祉企業主義(welfare corporatism)と い

う表現 を使ってお りますが。 日本で大企

業がこのよ うに福祉 を多 く提供 していま

す。それ ほど企業が多 くの役割 を果た し

てお ります。 ドイツにかん して、エスピ

ン-ア ンデルセ ン も保守 的福祉 国家 と論

じま したが、 日本は どち らに属 している

のか、かな り難 しかった ようです。大沢

真理教授 のよ うに他 の分類 をしている学

者 もいま したが、 日本の場合は単 に家族

主義的 とい うよ りは、生活保障システム

とい う概念で家族、企業を考察に入れ、

社会支出だけでなく雇用の保障なども見

るわけです。

1つ だけ付 け加 えます と ドイ ツでは、

男性 の非正規労働者 の中で移住労働者の

割合 が高 くなっています。 このた めに社

会的な問題までにつながっています。多

くの男性の移住青年 が学校 を卒業 してか

ら、非正規の労働市場 にす らきちん と移

行 しない とい うのが、今 日の ドイ ツの最

大の社会問題の1つ です。

金栄玉:シ ャイア教授のお答 えあ りが

とうございました。 日本 と ドイツの違い

を理解す る上において、構造的な原因が

何なのか とい うお話でございま したが、

ドイツでは外国人労働者、デ ュア リズム

に対す る労働 市場の二重構造ですね、二

重市場が発達 しその期間が 日本 に比べて

ドイツは短かった。 ドイツの場合 は外国

人労働者、 トル コやユー ゴスラビアの労

働者が どん どん入 ってきて、それ がきっ

かけとなって徐々に二重構造 が始 まった

ので、 日本 とは期間が違 うとい う話 をし

て くだ さいま した。また類型 について調

整 された市場経済の類型 について、 ドイ

ツ と日本 の違 いを語 って くだ さいま し

た。類似性 と違いについての答 えを して

くだ さいま した。 あ りが と うご ざいま

す。金英教授、お願いいた します。

金英:ま ず、チャン博士の鋭い ご指摘

ありが とうございます。 フロアか らのご

質問で も、私の研 究が少 し足 りなかった

ところをご指摘いただ きま してあ りがと

うございます。必要であれば総合討論の

ときにお話が出来 ると思います ので、順

番に簡 単にお話 します。

チ ャン博士は韓 国の場合、男性 の脆弱

な稼 ぎ手構造 とい うのが、労働市場 の二

重構造か ら派生す る問題 ではないか とい

うご指摘で した。 しか し、そ うします と

日本 はそ うい った点 で世 界 トップです

ね、労働市場の二重構造。大企業の男性

労働者の内部労働市場が発達 した典型的

なケース は、私 は 日本 だ と思 ってい ま

す、 内部労働 市場の議論が歴史的にその

研 究 がア メ リカか らスター トしま した

が、典型性 を表すのは 日本であって、依

然 として 日本の大企業の内部労働市場 は

規模が大き く強いです。既婚男性が生計

の稼 ぎ手 として強 く保護 されています。

大沢教授 は以前書かれた著書の中で、 日

本の生活保障システムが男性稼 ぎ手を保

護す るために、女性 と青年 をますます排

除 していると指摘 されています。

私 は韓国 と日本 を比較す ると、依然 と

して 日本男性 の稼ぎ手 としての地位 は制
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度的なものだけではなく、市場 の中で も

強 く残っている と思います。そ うい う点

で、私が 日本に関する研究 をしなが ら実

は最 も興味深かったのは、現在 日本 の内

部労働 市場の賃金構造の原型になったの

が電産型賃金 といわれ るものであること

す。電産労働組合 が1946年 に大きなス ト

ライ キを して賃金交渉 をしま したけれ ど

も、ス トになる前に賃金交渉をす るんで

すね。そのときに、労使両側 の持って き

た賃金案 が興味深 いもので した。つま り

賃金額が違 うので結局ス トのなったので

すけ ども、労働者 の賃金構造が どのよ う

に あるべ きな のか とい うアイデ ィアで

は、労使 が完全に一致 していま した。 ど

のよ うな一致か とい うと、労働者は学校

を卒業 し17歳 で就職 して28歳 で結婚 し、

その後約3、4年 に亘って家庭を作 り、 こ

うい う家族周期 を労使 両者 が同 じように

設定 し、それ による賃金上昇 が必要だ と

見ているわけです。

このよ うなことか ら私は以前他 の論文

で、 日本 の内部労働市場の賃金構想は、

その原型か ら年功型ではな くて家族周期

型だ と主張 した ことがあ ります。家族周

期が賃金構造 に反映 され るべ きだ とい う

アイディアが、賃金構造 を年齢別 に見て

みると、 きれいにそれ に沿って線がでま

す。過去十数年 間、私が調査 している企

業の組合 も、家族周期で労働者 の賃金 は

決まるべ きだと、賃金交渉 に臨んでいる

のを良 く見ま した。その ときの労働者 は

もちろん男性です。女性は家族周期によ

る賃金の変化はあ りませ ん。退職するの

が暗黙の前提 となっています。

この点でチャン博士の次の質問に移 る

ことにな りますが、市場 と国家政策 の両

者 において、 日本 はきわめて強 く男性稼

ぎ手の地位 を制度 に盛 り込んでいる と私

は思います。反面、韓国は、市場では相

対 的に男性 の雇用 と賃金が保障 されてい

るといえるのですが、それが厳密 に制度

的な構造 の 中に入 ってい るのか とい う

と、韓 国はそ うではない とい う気 がいた

します。そ うい う点で、少なくとも 日本

と韓国だけを比較 します と、労働市場 の

二重性 よ りはジェンダー構造、正確には

ジェンダー構造 よりもジェンダー関係 の

制度化 レベル に大 きな差があ り、それが

相違点をもた らす要因ではないか と思い

ます。

こ ういった相違点をもた らした理由が

何か と聞きます と、男性労働者 が どうし

て自分 のジェンダー利益を制度化できな

かったか とい う質問につなが ります。少

なくとも国家政策だけでみると、韓国の

男性 労働 者 が労働 運動 を始 めた時期、

1980年 代の後半ですけれ ども、その時、

民主化政権が発足 し、それ と同時に政策

のパー トナー として労働 だけではな く、

女性運動 もパー トナー としたわけです。

そ ういった国家が、一方的に男性労働者

の男性 としての利益 だけを制度化す るこ

とには限界があった と私 は理解 していま

す。 と りあえず ここまでに しま しょ う

か。 シン教授先生 とソン教授 の質問につ

いては、総合討論 の ときにもう少 しお答

えします。

金栄玉:金 英教授のお答えを聞きなが

ら、質問された くなった方 も多 くい らっ

しゃるかと思いますが、 とりあえず終 り

ます。 このパネルの発表 において、 ドイ

ツ ・韓 国 ・日本にお ける雇用保護緩和の
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傾 向、 非正 規 労働 市 場 を理解 す る上で よ

い 考察 に なっ た と思い ます 。 こ うい う場

を作 って 下 さい ま した、 カ レン ・シ ャイ

ア 教授 、金 英教 授 、チ ャン博 士、 フロア

の お3方 の 先 生、 フ ロ ア の皆 さま 、 お礼

を 申 し上 げて、 このセ ッシ ョンを終 わ り

に します。 あ りが と うご ざい ます 。
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